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情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護

制
度
は
、
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す

る
た
め
に
必
要
な
制
度
で
す
。

　
情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
持
つ
情

報
を
開
示
請
求
す
る
権
利
を
定
め
て

い
ま
す
。

　
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
持

つ
個
人
情
報
に
つ
い
て
、開
示・訂
正

な
ど
の
権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
５
年
度
か
ら
、
個
人

情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
規
律
が
法

律
に
移
行
さ
れ
ま
し
た
。

☆
詳
し
く
は
、
法
務
担
当
へ
。

◎
開
示
の
請
求

　
市
に
あ
る
公
文
書
を
ど
な
た
で
も

開
示
請
求
で
き
ま
す
。
４
年
度
の
請

求
の
状
況
は
、表
１
の
と
お
り
で
す
。

◎
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー

　
情
報
公
開
の
一
環
と
し
て
、
市
役

所
２
階
行
政
資
料
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
市
の
刊
行

物
、議
会
の
会
議
録
な
ど

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
開
示･

訂
正･

利
用
停
止
の
請
求

　
市
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
個
人
情

報
に
つ
い
て
、
開
示
の
請
求
や
、
内

容
が
事
実
と
異
な
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
訂
正
の
請
求
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
実
施
機
関
が
法
律
で
定
め
る

制
限
を
超
え
て
自
分
の
個
人
情
報
を

利
用
・
提
供
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
利
用
停
止
の
請
求
が

で
き
ま
す
。

　
４
年
度
の
請
求
の
状
況
は
、
表
２

の
と
お
り
で
す
。
開
示
以
外
の
請
求

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎
目
的
外
利
用･

外
部
提
供
の
制
限

　
市
が
持
っ
て
い
る
個
人
情
報
の
目

的
外
利
用
や
外
部
提
供
は
、
本
人
の

権
利
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
原

則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
や

行
政
機
関
な
ど
が
法
律
で
定
め
る
事

務
に
利
用
す
る
場
合
な
ど
は
、
例
外

的
に
認
め
ら
れ
ま
す
。運
用
状
況
は
、

表
３
の
と
お
り
で
す
。

　
開
示
な
ど
の
請
求
に
対
す
る
市
の

決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
審
査
請

求
や
取
消
訴
訟
の
提
起
が
で
き
ま

す
。審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、原
則

と
し
て
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
査
会
に
諮
問
し
、答
申
を
受
け
て
、

請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
い
ま
す
。 

４
年
度
は
、
３
年
度
に
申
し
立
て
が

あ
っ
た
審
査
請
求
に
つ
い
て
、答
申
を

受
け
て
棄
却
の
裁
決
を
行
い
ま
し
た
。

　
情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護

制
度
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
運
営
審

議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
４
年
度

は
、
個
人
情
報
保
護
制
度
の
重
要
事

項
に
関
す
る
諮
問
１
件
、
個
人
情
報

の
目
的
外
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す

る
諮
問
１
件
に
つ
い
て
答
申
が
あ
り

ま
し
た
。

　

過
去
の
諮
問
及
び
答
申
の
内
容

は
、
市
役
所
法
務
担
当
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審

査
会

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
運

営
審
議
会

表２　個人情報保護制度における請求の状況 （単位：件）

実施機関 開示
請求

決定内容
開示 一部開示 不開示

市 長

市 民 課 4 3 1 2
課 税 課 2 2
生活コミュニティ課 2 2
障害福祉課 7 5 2 2
介護福祉課 12 12 1
保険年金課 1 1

合　　　計 28 22 5 6
※ 一部開示とは、第三者の権利利益を侵害するおそれな
どがあるためその部分を除いて開示したこと、不開示
とは、その情報を実施機関が持っていないため不開示
となったことを示します。
※ 市長（市民課、障害福祉課、介護福祉課）は、１件の請
求に対して複数の決定をしています。

表１　情報公開制度における請求の状況 （単位：件）

実施機関 開示
請求

決定内容
開示 一部

開示 不開示
公文書
不存在

市 長

企 画 政 策 課 1 1
法 務 担 当 32 31
総 務 課 10 4 5 1
防 災 課 2 2
市 民 課 8 6 2
課 税 課 8 2 4 2
生活コミュニティ課 1 1
障 害 福 祉 課 1 1
子ども子育て支援課 3 3
子 ど も 育 成 課 1 1
環 境 課 8 2 4 2
ご み 対 策 課 1 1
管 理 課 10 4 2 4
交 通 対 策 課 2 2
建 設 課 7 7
下 水 道 課 9 8
都 市 計 画 課 1 1
地 域 開 発 課 3 3
水 道 部 業 務 課 38 38

教 育
委員会

教 育 総 務 課 11 11
指 導 課 6 5 1
学 校 給 食 課 5 2 3
社 会 教 育 課 2 2
スポーツ振興課 1 1
アキシマエンシス管理課 1 1
合　　　計 172 102 5656 0 12

※ 一部開示とは、個人情報などの記載があるためその部
分を除いて開示したこと、公文書不存在とは、その情
報を実施機関が持っていないため開示の請求を拒否し
たことを示します。
※ 市長（法務担当、下水道課）への開示請求のうち２件は
取り下げとなりました。

令
和
４
年
度

令
和
４
年
度  

情
報
公
開
制
度
、
個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度
、
個
人
情
報
保
護
制
度

の
運
用
状
況

の
運
用
状
況

表３　個人情報の目的外利用・外部提供の状況
 （単位：件）
実施機関 目的外 

利用
外部 
提供 計

市 長 41 33 74
教 育 委 員 会 3 3
選挙管理委員会 2 2
監 査 委 員
農 業 委 員 会
固定資産評価
審 査 委 員 会
議 会
合　　計 41 38 79


